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大
分
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

　
　
　

大
分
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
号
様
式
」
を

「
別
記
様
式
」
に
改
め
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

第
八
条
第
一
項
中
「
当
該
回
議
書
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

公
印
を
使
用
し
た
と
き
は
、
取
扱
主
任
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
号
様
式
を
削
り
、
第
一
号
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

　
　
　

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
再
任
用
職
員
」
を

「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
の
三
中
「
（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
再
任
用
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
更
新
後
の
任
期
）
」
を
削

る
。

　

別
表
第
二
の
二
十
の
項
中
「
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
」
を
「
義
務
教
育
終
了
前
」
に
、
「
小

学
校
等
」
を
「
学
校
等
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

　
　
　

大
分
県
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

（
大
分
県
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管

　

理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
企
業
局
管
理
規
程
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二

　
可
を
受
け
た
い
の
で

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

　
　

第
九
号
様
式
中
「第
９
号
様
式

」
を
「第

９
号
様
式

（第
1
8
条
関
係

）
」
に
、
「職　

　
　
氏

　
　
　

　
　

名　
㊞

」
を
「職　

氏　
名　
　
　
　
　
　

」
に
、
「お

届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改

　

め
、
備
考
を
削
る
。

　
　

第
十
号
様
式
中
「第

１
０
号
様
式

」
を
「第

１
０
号
様
式

（第
2
2
条
関
係

）
」
に
、
「職　

　
　
氏

　

　
　
　
　

名　
㊞

」
を
「職　

氏　
名　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
「許

可
下
さ
る
よ
う

」
及
び
備
考
を
削

　

る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
改
正
前
の
大
分
県
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
等
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

　

に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
第
二

　
　

号
様
式
、
第
五
号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
の
規
定

　

二　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
企
業
局
庁
舎
等
管
理
規
程
第
一
号
様
式
の
規
定

　

三　

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
工
業
用
水
事
業
に
よ
り
給
水
す
る
工
業
用
水
の
譲
渡
に
関

　
　

す
る
規
程
第
一
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
の
規
定

　

四　

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
企
業
局
職
員
住
宅
管
理
規
程
第
一
号
様
式
、
第
四
号
様

　
　

式
、
第
五
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
九
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号

　
　
　

大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
会
計
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
付
記
押
印
さ
せ
」
を
「
付
記
さ
せ
」
に
改
め
る
。

　

第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
号
様
式
中
「㊞
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
一
号
様
式
、
第
二
十
二
号
様
式
及
び
第
二
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「主

製
生
産
品
目

」
を
「主

要
生
産
品
目

」
に
改
め
る
。

　
　

第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「う

え

」
を
「上

」
に
改
め
る
。

　
　

第
八
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
企
業
局
庁
舎
等
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
企
業
局
庁
舎
等
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

　

（
大
分
県
工
業
用
水
事
業
に
よ
り
給
水
す
る
工
業
用
水
の
譲
渡
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

大
分
県
工
業
用
水
事
業
に
よ
り
給
水
す
る
工
業
用
水
の
譲
渡
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
大

　

分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「確

任
通
知
書

」
を
「確

認
通
知
書

」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
企
業
局
職
員
住
宅
管
理
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

大
分
県
企
業
局
職
員
住
宅
管
理
規
程
（
平
成
二
十
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「第

１
号
様
式

」
を
「第

１
号
様
式

（第
６
条
関
係
）
」
に
、

　
「

住
居

安
定

に
努

め
た

事
跡

　

　
　

（
申

込
回

数
）

」

を「
申

込
回

数
」

に
、「

で
あ

り
ま

す
か

ら
、

職
員

住
宅

の
使

用
を

許
可

　

し
て
く
だ
さ
る
よ
う

」
を
「、

職
員
住
宅
を
使
用
し
た
い
の
で

」
に
、
「う

え

」
を
「上

」
に
、
「氏

名

　
　
　
　
　
印

」
を
「氏

名

　
　
　
　
　

」
に
改
め
、

　

「　
上

記
の

と
お

り
相

違
な

い
こ

と
を

証
明

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

所
属

長
職

氏
名

　
　

　
　

印
　

」
及

　

び
備
考
を
削
る
。

　
　

第
四
号
様
式
中
「第
４
号
様
式

」
を
「第

４
号
様
式

（第
1
1
条
関
係

）
」
に
、
「職　

　
　
氏

　
　
　

　
　

名　
㊞

」
を
「職　
氏　
名　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
「許

可
し
て
下
さ
る
よ
う

」
及
び
備
考
を
削

　

る
。

　
　

第
五
号
様
式
の
二
中
「印

」
及
び
備
考
を
削
る
。

　
　

第
七
号
様
式
中
「第

７
号
様
式

」
を
「第

７
号
様
式

（第
1
7
条
関
係

）
」
に
、
「職　

　
　
氏

　
　
　

　
　

名　
㊞

」
を
「職　

氏　
名　
　
　
　
　
　

」
に
、
「を

許
可
下
さ
い
ま
す
よ
う

」
を
「に

つ
い
て
許

（
企
業
局
管
理
規
程
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

「及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法

人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明

書
」
を
削

る
。

　

第
十
四
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　

　
氏

　
名

　
」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

印
」

を「
及

び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
号
様
式
の
二
中 「

住
　

所
　

　

　
氏

　
名

　
」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を
「及

び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法

人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明

書
」
を
削

る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
改
正
前
の
大
分
県
公
営
企
業
管
理
者
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
様
式

　

に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
大
分
県
公
営
企
業
管
理
者
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
第
二
号
様
式
、

　

第
二
号
様
式
の
二
、
第
十
号
様
式
、
第
十
号
様
式
の
二
、
第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
の
二
の
規

　

定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
号

　
　
　

大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
企
業
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
七
十
条
の
二
」
を
「
第
七
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
四
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
一
号
中
「
あ
て
名
」
を
「
宛
名
」
に
、
「
か
か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
、
「
長
あ
て
」
を
「
長
宛
て
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
か
か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
二
十
五
号
様
式
中
「
氏　
　
　

名　

印
」
を
「
氏　
　
　

名
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
公
営
企
業
管
理
者
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号

　
　
　

大
分
県
公
営
企
業
管
理
者
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

　
　
　
す
る
規
程

　

大
分
県
公
営
企
業
管
理
者
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
大
分
県
企
業

局
管
理
規
程
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
号
ニ
中
「
及
び
法
人
で
あ
る
成
年
後
見
人
に
あ
っ
て
は
、
法
人
印
鑑
証
明
書
」
を
削
り
、
同

条
第
三
号
ハ
を
削
る
。

　

第
二
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　

　
氏

　
名

　
」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を「
及

び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

　

第
二
号
様
式
の
二
中 「

住
　

所
　

　

　
氏

　
名

　
」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を

「及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法

人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明

書
」
を
削

る
。

　

第
十
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　

　
氏

　
名

　
」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

印
」

を「
及

び

代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

　

第
十
号
様
式
の
二
中 「

住
　

所
　

　

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を

　
氏

　
名

　
」

　
氏

　
名

　
」

（
企
業
局
管
理
規
程
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

四

　

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
回
付
確
認
の
た
め
の
押
印
欄
」
を
「
回
付
確
認
欄
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
か
か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
県
の
機
関
に
対
し
て
施
行
す
る
文
書
（
特
に
重
要
な
文
書
を
除
く
。
）
及
び

県
の
機
関
以
外
の
も
の
に
対
し
て
施
行
す
る
軽
易
な
」
を
「
特
に
重
要
な
文
書
以
外
の
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
下
に
「
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
（
第
七
十
条
の
二
に
規

定
す
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
業
務
シ
ス
テ
ム
」
を
加

え
、
「
第
七
十
条
の
二
」
を
「
第
七
十
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
電
子
メ
ー
ル
」
の
下
に

「
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
の
業
務
シ
ス
テ
ム
」
を
加
え
る
。

　

第
二
章
第
七
節
中
第
七
十
条
の
二
を
第
七
十
条
の
三
と
し
、
第
七
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
の
業
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
施
行
）

第
七
十
条
の
二　

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
県
の
機
関
に
係
る
申
請
、
届
出

　

そ
の
他
の
手
続
等
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
、
大
分
県
総
務
部
行
政
企
画
課
電
子
自
治
体
推
進
室
長
が

　

管
理
す
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
業
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
電
子
文
書
を
施
行
し
た
と

　

き
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
施
行
年
月
日
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
号
様
式
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名

」
に
、
「受

領
印

」
を
「受

領
者
名

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
企

業

局

訓

令

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

本　
　
　
　
　

局　

事　
　

業　
　

所　

　

臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

　

第
三
条
第
七
項
中
「
署
名
押
印
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
の
下
に
「
（
別
表
第
二
の
八
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
大
分
県
企
業
局
の
職
に
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
期
間
が
六
箇
月
以
上
の
臨
時
的
任
用
職
員
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
の
十
二
の
項
及
び
十
三
の
項
」
を
「
の
十
の
項
」
に
改
め
、
た
だ
し

書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

別
表
第
二
の
八
の
項
並
び
に
別
表
第
三
の
七
の
項
及
び
十
の
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
時
間

　

を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
に
は
、
七
時
間
四
十
五
分
を
も
つ
て
一
日
と
す

　

る
。

　

別
表
第
二
中
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三　

風
水
震
火
災
そ
の
他
非
常
災
害
に
よ
る
交
通
遮
断

　

又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
際
し
て
、
退
勤
途
上
に

　

お
け
る
身
体
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
勤
務
し
な
い

　

こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

　

別
表
第
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六　

八
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四

　

週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
の
女
性
職
員
が
申
し

　

出
た
場
合

出
産
日
ま
で
の
申
し
出
た
期
間

七　

女
性
職
員
が
出
産
し
た
場
合

出
産
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
期
間
（
出
産
後
六
週
間
を
経
過

し
た
職
員
か
ら
就
業
に
つ
い
て
請
求
が
あ

り
、
か
つ
、
医
師
が
支
障
が
な
い
と
認
め

た
と
き
を
除
く
。
）

八　

義
務
教
育
終
了
前
の
子
（
大
分
県
企
業
局
就
業
規

　

程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六

　

号
。
以
下
「
就
業
規
程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二

　

第
一
項
及
び
別
表
第
二
の
二
十
の
項
に
お
い
て
子
に

　

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

　

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
臨
時
的
任
用
職
員

　

が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か

　

つ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
又
は

　

そ
の
子
の
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四

　

十
一
号
）
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
三
条
に
規
定
す

　

る
健
康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年

　

法
律
第
五
十
六
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
健
康
診

任
用
期
間
に
お
い
て
五
日
（
義
務
教
育
終

了
前
の
子
を
二
人
以
上
養
育
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
十
日
）
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は

時
間

（
企
業
局
管
理
規
程
・
企
業
局
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

五

　

断
若
し
く
は
予
防
接
種
の
付
添
い
の
た
め
勤
務
し
な

　

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

九　

前
各
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
総
務
課
長
が
特

　

に
必
要
と
認
め
る
場
合　

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

　

別
表
第
三
の
四
の
項
中
「
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同
表
中
八
の
項
及
び
九
の

項
を
削
り
、
同
表
の
十
の
項
中
「
大
分
県
企
業
局
就
業
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
管
理
規
程
第

六
号
。
以
下
「
就
業
規
程
」
と
い
う
。
」
を
「
就
業
規
程
」
に
改
め
、
「
及
び
十
二
の
項
」
を
削
り
、
同
項

を
同
表
の
八
の
項
と
し
、
同
表
の
十
一
の
項
中
「
十
三
の
項
」
を
「
十
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
九

の
項
と
し
、
同
表
中
十
二
の
項
を
削
り
、
同
表
の
十
三
の
項
を
同
表
の
十
の
項
と
す
る
。

　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「又

は
一
太
郎

」
を
削
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
四
号
様
式
中

「
・

風
水

震
火

災
そ

の
他

非
常

災
害

に
よ

る
交

通
遮

断
又

は
交

通
機

関
の

事
故

等
に

よ
り

出
勤

す
る

　
　

こ
と

が
著

し
く

困
難

と
認

め
ら

れ
る

場
合

　
・

選
挙

権
そ

の
他

公
民

と
し

て
の

権
利

を
行

使
す

る
場

合
及

び
裁

判
員

等
と

し
て

国
会

、
裁

判
所

、

　
　

地
方

公
共

団
体

の
議

会
そ

の
他

官
公

署
へ

出
頭

す
る

場
合

で
、

そ
の

勤
務

し
な

い
こ

と
が

や
む

を

　
　

得
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合

　
・

臨
時

的
任

用
職

員
の

親
族

が
死

亡
し

た
場

合
で

、
当

該
臨

時
的

任
用

職
員

が
葬

儀
、

服
喪

そ
の

他

　
　

の
親

族
の

死
亡

に
伴

い
必

要
と

認
め

ら
れ

る
行

事
等

の
た

め
勤

務
し

な
い

こ
と

が
相

当
で

あ
る

と

　
　

認
め

ら
れ

る
と

き
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

を

「
公

民
権

行
使

、
風

水
震

火
災

等
に

よ
る

出
退

勤
困

難
、

官
公

署
出

頭
、

忌
引

休
暇

、

　
産

前
産

後
休

暇
、

子
の

看
護

休
暇

及
び

総
務

課
長

が
特

に
必

要
と

認
め

る
場

合
　

　
」

に
、

「産
前
産
後
休
暇

、
育
児
時
間

、
子
の
看
護
休
暇

」
を
「育

児
時
間

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
五
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号

本　
　
　
　
　

局　

事　
　

業　
　

所　

　

大
分
県
企
業
局
固
定
資
産
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

　

第
一
号
様
式
（
表
）
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「固

定
資
産
台
帳
記
載
済

」
を
「□　

固
定
資
産

台
帳
記
載
済

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
る
。            

　

第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。              

　

第
七
号
様
式
（
表
面
）
及
び
第
九
号
様
式
（
表
面
）
中
「印

」
を
削
り
、
「あ

た
つ
て

」
を
「当

た
つ

て

」
に
改
め
る
。

　

第
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

第
十
二
号
様
式
（
表
面
）
、
第
十
三
号
様
式
（
表
面
）
及
び
第
十
五
号
様
式
（
表
面
）
中
「印

」
を
削

り
、
「あ

た
つ
て

」
を
「当

た
つ
て

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
三
号

本　
　
　
　
　

局　

事　
　

業　
　

所　

　

大
分
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
（
平
成
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

　

第
三
号
様
式
、
第
六
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
の
四
ま
で
、
第
八
号
様
式
、
第
十
三
号
様
式
か
ら
第
十
五

号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
四
号

本　
　
　
　
　

局　

事　
　

業　
　

所　

　

大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）

（
企
業
局
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

六

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
企
業
局
長　
　

工　
　
　

藤　
　
　

正　
　
　

俊　

　

第
三
条
第
三
項
中
「
五
年
を
超
え
て
引
き
続
き
」
を
「
同
号
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
五
年
間
」
に
改

め
、
同
条
第
八
項
中
「
署
名
押
印
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
を
三
の
項
と
し
、
一
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二　

風
水
震
火
災
そ
の
他
非
常
災
害
に
よ
る
交
通
遮
断

　

又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
際
し
て
、
退
勤
途
上
に

　

お
け
る
身
体
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
勤
務
し
な
い

　

こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

　

別
表
第
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六　

前
各
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
総
務
課
長
が
特

　

に
必
要
と
認
め
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「又

は
一
太
郎

」
を
削
る
。

　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
企
業
局
訓
令
）

第
４
号
様
式

（
第
３
条
関
係
）

殿

１
任

用
根

拠
地
方
公
務
員
法
第
2
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）

２
任

期

３
条

件
付

採
用

４
勤

務
課

所

５
業

務
内

容

６
給

料

７
期

末
手

当
を

除
く

給
与

の
支

払
支
給
事
由
の
生
じ
た
月
の
分
を
翌
月
1
5
日
（
1
5
日
が
閉
庁
日
で
あ
る
場
合
は
、
翌
開
庁
日
）
に
支
給

８
手

当
地

域
手

当
、

通
勤

手
当

、
時

間
外

勤
務

手
当

、
期

末
手

当
（

※
支

給
に

お
い

て
必

要
な

要
件

を
満

た
し

て
い

る
場

合
に

限
る

。
）

（
任
期
の
途
中
で
給
料
及
び
手
当
等
額
が
改
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
）

９
社

会
保

険
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

1
0

勤
務

時
間

1
1

時
間

外
勤

務
必
要
に
応
じ
て
命
じ
る
。

1
2

休
憩

時
間

1
3

勤
務

日

1
4

休
日

1
5

休
暇

等

(
2
)
　
そ
の
他
の
休
暇

①
有
給
休
暇

・
風
水
震
火
災
等
に
よ
り
出
退
勤
困
難
、
公
民
権
行
使
、
官
公
署
出
頭
、
忌
引
休
暇
及
び
総
務
課
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合

②
無
給
休
暇

公
務
傷
病
、
女
性
職
員
の
生
理
に
係
る
休
暇
、
母
性
健
康
管
理
休
暇
、
産
前
産
後
休
暇
、
育
児
時
間
、
子
の
看
護
休
暇
、

短
期
の
介
護
休
暇
、
介
護
時
間
及
び
介
護
休
暇

③
休
業
（
無
給
）

育
児
休
業
、
部
分
休
業

1
6

退
職

任
期
満
了
前
に
退
職
す
る
場
合
は
、
退
職
す
る
２
週
間
以
上
前
に
届
け
出
る
こ
と
。

1
7

分
限

・
懲

戒
(
1
)
 
地
方
公
務
員
法
第
2
7
条
、
第
2
8
条
及
び
第
2
9
条
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
大
分
県
条
例
の

規
定
に
よ
る
。

(
2
)
 
次
に
該
当
す
る
場
合
は
免
職
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
3
0
日
前
ま
で
に
免
職
の
予
告
を
行
う
。

①
地
方
公
務
員
法
第
2
8
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

②
地
方
公
務
員
法
第
2
9
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

1
8

災
害

補
償

法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

1
9

再
度

の
任

用
任
期
満
了
後
に
同
一
の
職
が
改
め
て
設
置
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
勤
務
実
績
が
良
好
で
あ
る
と
き
に
限
り
、

連
続
す
る
５
年
の
範
囲
内
で
、
一
会
計
年
度
を
一
の
任
期
の
限
度
と
し
て
公
募
に
よ
ら
ず
再
度
任
用
さ
れ
る
可
能
性

も
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
期
間
を
定
め
た
任
用
で
あ
り
、
　
年
　
　
月
　
　
日
（
※
任
用
予
定
期
間
満
了
日
の
翌
日
）

以
降
の
任
用
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。

2
0

そ
の
他
特
記
事
項

※
勤
務
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
上
記
に
よ
る
ほ
か
、
大
分
県
企
業
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

大
分
県
企
業
局
長
　
　
　
　
　
　
殿

氏
名

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
と
す
る
。

年
　
　
月
　
　
日

(
1
)
　
年
次
有
給
休
暇
　
　
　
　
　
　
日
　
　
　
時
間

　
（
付
与
日
数
　
　
　
日
、
繰
越
日
数
　
　
　
日
　
　
　
時
間
）

地
方
公
務
員
法
第
2
2
条
及
び
第
2
2
条
の
２
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
後
１
箇
月
間
は
条
件
付
採
用
と
す
る
。

条
件
付
採
用
期
間
の
開
始
後
１
箇
月
間
に
お
い
て
実
際
に
勤
務
し
た
日
数
が
1
5
日
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

会
計

年
度

任
用

職
員

勤
務

労
働

条
件

同
意

書
兼

宣
誓

書

　
私
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
採
用
に
当
た
り
、
上
記
勤
務
労
働
条
件
に
同
意
し
ま
し
た
。

　
私
は
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
国
憲
法
を
尊
重
し
、
か
つ
、
擁
護
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

　
私
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
を
体
す
る
と
と
も
に
公
務
を
民
主
的
か
つ
能
率
的
に
運
営
す
べ
き
責
務
を
深
く
自
覚
し
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に

職
務
を
執
行
す
る
こ
と
を
固
く
誓
い
ま
す
。

年
　
　
月
　
　
日

所
　
属
　
長

　
　
　
 
 
 
 
 
 
 
円
と
す
る
。

そ
の
日
数
が
1
5
日
に
達
す
る
ま
で
、
そ
の
条
件
付
採
用
の
期
間
を
延
長
す
る
。

た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
同
意
を
得
た
上
で
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
を
行
う
場
合
が
あ
る
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

七

　

第
五
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
企
業
局
訓
令
）


